
学長の“統括力”を強化する
ガバナンスとマネジメントの一体改革

　大学が直面する最重要課題、教育の
質向上を実現するには、中央教育審議
会答申*1も強調する、①教育課程（カ
リキュラム）の体系化（ナンバリング
など）、②教員間の連携による組織的
な教育、③教育方法の改善（アクティ
ブ・ラーニング）や授業計画（シラバ
ス）の充実、④初年次教育の強化や成
績評価の厳格化、⑤学習成果の把握と
改善、⑥教員の教育力の向上（FD）な
ど、トータルな教育改革が求められ
る。つまり、これらを全学的に動かす
「しくみ」がなければ成果は上がらな
い。今、求められるのは教職員を動か
す全学的な教学マネジメント、学長の
リーダーシップの強化である。
　学長が教育改革推進に“統括力”、
つまりリーダーシップを発揮するに
は、直轄する大学意思決定組織、大学
評議会等の強化、教員と職員による強

力な学長補佐体制や政策企画機能の整
備による学長機構*2 の確立、教授会審
議事項の明確化、全学教育改革推進組
織やIR組織の発足による改革の実行
管理など、教育を学部任せにしない組
織改革が必要だ。説得力を持つ学長方
針を策定し、構成員に浸透・共有させ
る実効性のあるマネジメント、ボトム
アップに基づいたトップの強い統括力
が求められる。
　私立大学では、学長統括力の大本に
ある理事会との政策一致と強い連携、
入り口から出口までの教学を支える事
務組織との一体推進体制も重要だ。
　大学の弱点である統制力の強化、そ
のための組織や権限、いわばハードの
改革は不可欠だが、人を育てる組織、
教育を本業とする大学では、最後は一
人ひとりの学生に向き合う教職員の自
覚的行動をいかに作り出すか、ソフト
の改善なしには成果は得られない。ガ
バナンスとマネジメント*3、ハードと
ソフトの一体改革が必要である。

　今、本気で教育改革をしようと思え
ば、大学運営組織と教学マネジメント
の改革は避けて通れない。まさに中教
審の議論の中で出された「全体戦略と
教授会自治の緊張感ある再構築」が求
められている。

　私立大学では、学長の権限だけを強
化すれば改革が進むという構造にはな
い。設置者である学校法人（理事会）
との関係がまず問題となり、連携がな
ければ進まない。しかし、そこには構
造的な対立を生む要素があるため、学
長には法人との関係をいかに構築する
かが問われる。
　設置者（学校法人）と設置学校（大
学等）が、私立学校法と学校教育法と
いう別々の法律に基づいてつくられ、
両者の関係に定めがないことが、私立
大学の二元構造の原因と言われてき
た。経営と教学、法人と大学が分離
し、理事会と教授会が対立の構図で見
られ、学長はその狭間で調整役を期待
されながら、強力なリーダーシップが
発揮できなかったとも言われる。
　では、学校法人と設置学校・大学は
切り離されているかというと実はそう
ではない。法的には、学校法人・理事
会が「学校法人の業務を決し」（私学
法第36条第2項）とあり、学校教育法
第5条「学校の設置者は、その設置す
る学校を管理し」との定めのとおり、
一体的に管理運営されることは明確で
ある。対外的に法人格を持ち、法律上

の権利義務の主体となれるのは法人し
かなく、理事会は設置学校の基本政策
を含む法人の最高意思決定機関として
位置付けられよう。
　この点は、2004年の私学法改正で
より明確になった。旧規定では理事長
は「学校法人内部の事務を総括する」
という誤解を与えかねなかった表現を
改め、「理事長は、学校法人を代表し、
その業務を総理する」（第37条第 1
項）とした。総理とは「全体を統合し
管理する」の意で、法人全体の目標・
基本政策を管理・遂行する責任者であ
ることをより明瞭にした。
　そもそも理事会は、設置する私立学
校の校長（学長・園長を含む）を理事
に選任することが義務付けられており
（同第38条第 1項）、これがアメリカ
型との大きな違いで、理事会自身の中
に設置学校管理者を組み込み一体運営
ができ得るシステムとなっている。し
たがって、私立大学は必ずしも2元構
造にあるとは言えない。理事でもある
学長は、このシステムをバックに強い
リーダーシップを発揮しなければなら
ない。

　現実の学校法人運営、私立大学運営
の状況を日本私立大学協会附置私学高
等教育研究所（以下私高研）調査*4 か
ら紹介する。
　「理事会と教授会で方針や意見の違
いがたまにある」の設問で、「あては
まる」「ややあてはまる」の回答の合
計（以下同じ）は26. 7％、「理事会と
教授会の関係不全が課題である」も
37. 4％と 4割に近く、私立大学運営の
課題であることがうかがえる。
　教学・経営の政策一致のために、政
策調整会議などの設置が重要視されて

いる。2006年の調査では44. 2％、今
回の調査では65. 1％が設置している
と回答している。
　これがどのような効果をもたらす
か。理事会と教授会に意見の違いがあ
ると回答した関係不全の大学の政策調
整会議の設置率は33. 8％なのに対し、
意見の違いがない大学の設置率は66. 2
％だった。このことは、政策調整会議
の設置などのマネジメントの工夫に
よって、両者の関係が改善できること
を示している。
　次に、学長の機能と役割に関する調
査では、学長の権限は確立し（91. 7％）、
学長のスタッフ機構は整備され
（83.5％）、意 思 決 定 は ス ム ー ズ
（90.3％）という回答が大半で、方針を
策定する支援を行い、教職員に共有・
浸透させるスタッフ・組織、つまり学
長機構が整い、円滑な運営ができてい
ると読める。半面、「学長方針は学部
には不徹底、しばしば調整がいる」大
学は29. 2％、「学部教授会には直接関
与できず、1学部でも反対すると事が
運ばない」ところも17％もある。3割
の大学は学部との関係で政策調整が難
しく、2割近くは学部の意向によって
は政策がストップしてしまう厳しい事
態にあると言える。つまり、学長権限
は確立しているとしながら、実際には
学部との関係で問題を抱えている大学
が少なからず存在するということだ。
　私立大学のガバナンスは、理事長が
学長を兼ねる大学が 18. 0％、理事会
（理事長）による学長指名が46. 1％、
学長を選挙で選ぶ大学が39. 3％あり*5、
A理事長・学長兼務型、B学長負託
型、C教学経営分離型の3類型*6 に分
けられる。Aはオーナー系が多く、小
規模、歴史は古いところと新しいとこ
ろが半々、経営と教学の関係は良好。
Bはややオーナー系が多く、中規模、
新設大学が多く経営と教学の関係は良

好。Cは非オーナー系が多く、大規
模、歴史があり、経営と教学に意見の
違いがある。重要なのは、この3類型
は、定員充足率や消費収支差額比率な
どには大きな差がないという点だ。
　つまり、学長選任システムや学長権
限、ガバナンスは重要な課題だが、一
方、類型別の強みや弱み、特性を把握
し、政策と計画を決定・遂行するマネ
ジメントができれば成果を挙げられる
ということだ。
　強いトップ集団によるガバナンス
（ハード）も必要だが、構成員が政策
を自覚し、自ら行動する運営のあり方
（ソフト）をつくり出すことなしに成
果は上がらない。類型を問わず、めざ
す目標に向けて、構成員を巻き込み実
行するための、その大学に即したシス
テムの構築が鍵である。

　法人と大学の政策統合を行い、いか
に理事・教員・職員3者の一致した目
標達成の行動をつくり出すかは、常に
私立大学の運営で求められてきた。こ
の一体化を推進するうえで私が着目し
ているのは、経営・教学・事務を貫く
基本政策としての中長期計画である。
　厳しい環境では明確な旗印、重点設
定が不可欠であり、また、1人の学生
の育成には最低でも4年の総合的な施
策・計画が求められる。この教育事業
は法人の財政・人事・施設整備などと
一体となって初めて実効性を持つ。学
長の指導力や権威は、法人との政策の
一体化抜きには確立しない。また、こ
れなしには教職員、特に事務組織全体
の力を結集することはできない。学長
が全学的な見地から教学マネジメント
を行う必要性はここにある。
　実効性ある中長期計画が経営・教学
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特 集 学長のリーダーシップで推進する教学マネジメント問題提起

理事会と教授会の連携がうまくいかず、教学マネジメントにおける学長
のリーダーシップが発揮されにくい状況にある大学が少なからず見受け
られる。篠田道夫教授は、「教学マネジメントには、理事会、教授会、
事務組織が一体となることができる“戦略経営”が求められる」と説く。
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全学を動かす「しくみ」を
学長がマネジメント

＊1　中教審答申「新たな大学の未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」（2012年8月） 　＊2　学長の統括力を支える学長直轄組織。副学長や学長補佐、学長室、大学企画部門の職員
などによって構成される。　＊3　ここでは、ガバナンスは統治のためのしくみ・機構、マネジメントはそのしくみの下での効果的な運営・実行の意味で使っている。

＊4　調査結果は、私学高等教育研究叢書『中長期経営システムの確立、強化に向けて』（2013年2月）に掲載。主な回答者は、法人事務局長・大学事務局長、専務理事・常務理事・常任理事、理
事長、学長など。　＊5　異なる質問への回答のため合計は100％にはならない。　＊6　私高研調査を基にした両角亜希子氏の分析「私立大学のガバナンス」『IDE現代の高等教育』2012年11月
号による。



改善、定員確保や消費収支差額比率の
向上に効果があることは私高研調査に
よっても実証済みである。この中長期
計画が力を発揮するには、計画自体が
現実から出発し、現場の意見や討議を
経て策定され、具体性があり、達成指
標や数値目標が明確で、達成度評価を
行い、改善につなげるサイクル（内部
質保証システム）が機能していること
が必要である。こうした政策に基づく
運営は、必然的に教授会中心の運営を
乗り越え、職員参画を促し、経営・教
学、教職一体の運営をつくり出す。こ
れを私は「戦略経営」と呼んでいる。

　私高研調査で明らかになった極めて
重要な点は、こうした政策が浸透し、
課題の共有が進んでいる法人ほど定員
充足率が高く、中退率が低く、学生満
足度が高いこと、また円滑なマネジメ
ントの遂行ができていることなど、ほ
ぼ全てにわたって有効性が高いことで
ある。
　これは組織、権限の強化（ハード）
だけでは構成員の心を結集することは
できず、統治で何を実現するのか、そ
の理念、目標や実現計画の中身とその
共有化、それを担うリーダー、幹部の
資質（ソフト）が求められていること

を示している。図にあるとおり、ガバ
ナンスとマネジメントが統合し、経営
と教学が一体化することなしには構成
員の意思を結集する真の改革、学長の
リーダーシップは確立できない。
　理事長が法人全体を「総理」する手
段、学長が大学全体を｢統督｣*7 する手
段は、財政権、人事権、組織権限等い
ろいろある。しかし、目標を指し示
し、真に教職員を動かし得るのは政策
統治しかない。これが学校法人と大学
を一体化させ、学長の統括力を高め、
全学の教職員を目標に向かって組織す
る唯一の道である。

大学事務局各部局…学部学部学部

学部教授会・部局・職員組織など

＜学長統括による教学マネジメント＞
学長＝統督

学長のリーダーシップ大学

（教育改革方針・質向上計画）
大学教学政策

（経営・教学・事務局の基本政策）
中長期計画

■教職員の育成・参画のしくみづくりなど
■PDCAサイクルの確立
■内部質保証システムの確立
■計画の具体化・評価
■計画・政策の浸透・共有のしくみ
■中長期計画の確立
■理念・目標・計画の策定

（効果的な運営・実行のしくみ、ソフト）

■政策調整会議などの設置
■意思決定組織の明確化
■財政権、人事権、組織権限の整理
■教授会審議事項の明確化
■学長選任制度の検討
■理事長・学長の権限の強化

（統治のしくみ、ハード）
学校法人と大学の

一体的な運営のための
計画・政策の一致（戦略経営）

ガバナンスの確立 マネジメントの確立

法人事務局

＜最高意思決定機関としての役割の明確化＞
理事会（学長＝理事）

理事長＝総理

学校法人

強化

教職による補佐機能、政策企画機能を持つ組織の設置
学長機構の確立

全学教育改革推進組織（教育開発センター、IR組織等）の設置
大学評議会など大学意思決定機関の設置

全学機構の確立

ガバナンスとマネジメントの一体改革、法人と大学の一体運営による学長の統括力（リーダーシップ）強化

＊7　学校教育法第92条に「学長は校務をつかさどり、所属職員を統督する」とある。

　日本の教学ガバナンスについては、
教授会自治の強さなどが問題点として
論議されることが多い。実際のとこ
ろ、どのような点が教学ガバナンスの
日本固有の特徴だと言えるのか。
　まず、各国の大学教員を対象とする
さまざまな国際調査に共通して言える
のは、日本の場合、教員組織の裁量が
他国の大学と比べても大きいと教員が
感じる傾向の強さである。教員組織の
裁量が他国と比べて本当に大きいのか
どうかは、学内の多様なアクターに対
する調査によって確認する必要があ
る。しかし、教員がこのように感じる
のはなぜなのか。おそらく日本の学部
という組織構造から来る特徴ではない
かと考えている。
　アメリカの大学では、学部生のほと
んどは「カレッジ」という大きな組織
に、教員は専門分野ごとのより小さい
単位である「デパートメント」に所属
している。カリキュラムなどについて
検討する際、教員ではなく学生の所属
に合わせて、ほぼ全学レベルでの議論
が行われている。
　それに比べて、日本の学部組織は、
学生の所属組織、教員の所属組織、管
理運営の基礎単位という3つの機能を
併せ持つ。そのため、例えば学生の履
修相談などの新しい要求が生じた場合
に、アメリカでは学生の所属に合わせ

て全学的な独自の専門職をつくるしか
なかったが、日本では学部内の教職員
が対応してきた。日本の学部組織は構
造上、こうした融通性が高く、効率的
な面がある一方で、教員の視野が学部
学科に向きがちで、全学的な観点でも
のを考えにくい面を生んでいる。
　つまり、学部・学科などにおける教
員組織の裁量は大きいと感じやすいで
あろうし、学長などのトップからみれ
ば、全学的な観点で議論が進みにくい
組織であるといえよう。

　もう一つの特徴は、教員出身の管理
職の市場が未分化・未発達だという点
で、上述の事態がなかなか解決されな
い理由とも深く関係している。
　表には、学部長や副学長などの管理
職経験者と一般教員に分けて、仕事の
重視度を示した。ここでは2つの傾向
を指摘できる。
　第一は、教育、研究、社会貢献活動

に対する重視度が管理職経験者と一般
教員であまり変わらないことである。
第二は、管理職経験者のほうが一般教
員よりは管理運営活動を重視している
ものの、その重視度が管理職とは思え
ないほど低いことである。
　つまり、管理職になりきれない管理
職という特徴で、学部長以上の職が明
確に管理職として位置付けられ、大学
管理職の市場が発展しているアメリカ
と比べても、その傾向は明らかであ
る。ただ、それは管理職個人の問題で
はなく、現在のしくみが抱える問題と
して理解すべきである。
　管理職のキャリア分岐が不明確で、
一定期間の管理職の任期を終えたら、
一般教員に戻ることが多い。そのた
め、管理職になろうが、いつ一般教員
に戻っても困らないような教育研究活
動に力を入れること、また仲間の目を
意識し、管理職として思い切った改革
をしづらい面があることは当然である。
　ただ、これを繰り返していては、い
つまでたっても管理職としての能力は
育たない。現在、論議されているよう
な教授会の機能縮小などでこの問題が
解決されるとも考えにくい。国際競争
の激化や18歳人口の減少などの社会
環境の中で、学長など、管理職に求め
られる期待はますます高まっており、
こうした状況の打開策が必要である。
キャリア分岐を明確にし、管理職にな
り得る人材を育てていくという視点、
実績をふまえた管理職の選任のしくみ
づくりといった議論を各大学で深めて
いく必要があるのではないだろうか。

教学ガバナンスの
日本固有の特徴

東京大学大学院教育学研究科
大学経営・政策コース准教授

両角 亜希子
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考えにくい学部組織

管理職になりきれない
管理職教員を生む構造

教員としての仕事の重視度

※東京大学大学経営・政策研究センターが2013年2月に行った「大学における意思決定と運営に関する調査」を基に
　作成。質問に、4件法で尋ね、「とても重視する」と回答した割合。

学問上の成果を高める

良い授業のために準備し、学生の指導に力を入れる

学生との個人的な接触、悩みにも応じる

社会の要請や問題解決に貢献する

管理的な仕事で学内の日常運営に寄与

委員会活動などで大学の将来計画立案、改革に努力

管理職経験者

56.8％

62.5％

35.0％

20.8％

15.0％

20.0％

一般教員

61.0％

61.5％

25.8％

19.1％

　7.3％

　9.3％ 

特 集 学長のリーダーシップで推進する教学マネジメント
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